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　福祉医療費受給者証（子ども）の
更新のお知らせ

　福祉医療費受給者証（子ども）の
更新のお知らせ

　３月中旬に郵送する申請書に必要事項を記
入し、福祉医療費受給者証の更新の手続きを
行ってください。また４月1日以降は新しい
受給者証をお使いいただき、有効期限の切れ
たものはご自宅で破棄してください。
対象者
・平成21年４月２日～平成22年４月1日生
　（新高校生世代）
・平成30年４月２日～平成31年４月1日生
　（新小学1年生）
提出期限　３月28日（金）
提出方法
　郵送
　（同封の返信用封筒をご利用ください）
返送いただくもの
・申請書
・お子さまの保険証のコピー
　（申請書の記載と異なる場合のみ）

問　住民保険課　☎27‐0174

　令和７年３月24日から
パスポートの申請が変わります
　令和７年３月24日から

パスポートの申請が変わります

問　住民保険課　☎27‐0174

　令和7年3月24日から、パスポート新規申請
がオンラインでも可能となります。それに伴い、
下記のとおり変更となります。
①手数料
　パスポートの種類 
 
10年旅券
 ５年旅券

残存有効期間同一旅券 

手数料
書 面　

16,300円
11,300円
6,300円
6,300円

オンライン
15,900円
10,900円
5,900円
5,900円

※いずれも申請日時点の年齢

※申請日を１日目とし、土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）
　を除いた平日のみカウント

②申請から受け取りまでの日数

③旅券窓口時間

旅券センター　 ８日目以降　
神戸町役場　11日目以降

旅券センター　 平日 9：00～16：30　神戸町役場
※旅券センターでは、日曜日（祝日を除く）、
　受取のみ可能です

18歳以上
12歳以上
12歳未満

県旅券センター ☎058－277－1000

｝
 ▲県旅券
センターHP

マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて

問　住民保険課　☎27‐0174

　マイナンバーカードの有効期限は、発行から10回目の誕生日（未成年者
は５回目）まで、電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から５回目の
誕生日までに設定されています。
　有効期限を迎える方には、有効期限の２～３ヶ月前を目途に有効期限通知
書が送付されます。有効期限内に更新の手続きをお願いします。

　有効期限通知書がお手元に届きましたら、以下のいず
れかの方法で更新（再交付）の手続きを行ってください。
・同封された申請書右下の二次元コードや申請書記載の
申請書IDを使用してスマートフォン、パソコン等で申
請する。
・同封された申請書に写真を貼付し、同封されている返
信用封筒を使用して郵送で申請する。
・役場住民保険課窓口①で申請する。（マイナンバー
カードをお持ちの方は必ず持参してください）

　更新手続きは住民保険課の窓口①
へお越しください。
持ち物
・マイナンバーカード
・カード発行時に設定した暗証番号

詳しくはこちら

マイナンバーカードの
更新（再交付）手続きについて

電子証明書の
更新手続きについて
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